
      
※以下につきましては、提言書の作成を進めるうえで、目安とするものです。 

 
社会教育委員 提言書作成スケジュール（案） 

 

令和５年 ２月２２日  令和４年度第２回定例会 

           
３月～４月上旬  起草委員会① 

    
４月２１日  令和５年度第１回定例会 

           

５月     起草委員会② 
             

７月     起草委員会③ 
 

１０月２０日  臨時会 

 
１１月     起草委員会④ 

 
令和６年 １月     起草委員会⑤ 

            
２月２２日  令和５年度第２回定例会 

            
３月     提言書の発行・配付・ホームページにて公開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起草委員会について 

 起草委員会は、社会教育委員（３名程度）で構成される提言等作成のための小委員会と

なります。 

提言等を作成する際に、これまで以下の図のとおり、起草委員会にて素案を作成し、定

例会及び臨時会（以下「本会議」という。）に素案を提出します。その後、本会議の審議結

果を基に起草委員会にて、素案（修正）を作成し、再度、本会議に提出し、決定という流

れで進めてきております。 

 

 

 

提言書の基本構成 

１ はじめに（目的） 
２ 現状 
３ 課題 
４ 方策 
５ おわりに（まとめ） 

 

起草委員会  

素案作成 

本会議  

素案審議 

起草委員会  

素案修正 

本会議  

素案再審議⇒決定 

資料４ 


